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マルクス主義者は人権を信奉できるか

Can a Marxist Believe in Human Rights?

ステイーヴン･ルークス/中島吉弘訳

このような設問は､二つの相容れない立場のい

ずれからみても､非常識なものに思われるかもし

れない｡

その一方の立場からは､く人権はだれもが信奉

しうるものなのか〉､といった反論がなされるだろ

う｡こうした反論は､自然権を｢愚にもつかぬ考え｣

とみなしたり､自然にして不可侵の権利を ｢大言

壮語のたわごと｣とみなすベンサムの精神にみら

れるような功利主義的見地からなされるものであ

るl)｡ たとえば､サー ･ジョージ ･コーンウォー

ル ･ルイスは､このような精神から､ ｢始原の

権利､自然権､破棄できない権利､不可譲の権

利､絶対不可侵の権利､相続の権利､不滅の権

利､固有の権利､等々｣の語句を､以下のよう

なものだと考えたのである｡すなわち､このよ

うな語句は､

｢自然状態や社会契約にかんする学説に由来し

ているOだがそれらの語句は､この非常識で有

害な教義のことなど聞いたこともない人々がさ

かんに用いており､しかもその教義を知ったな

ら恐らくそれに拒絶反応を示すに違いない人々

がそうしているのである｡こうした人々がその

考えに従っていわんとしていることは､彼らが

〈権利〉と呼ぶところのものは､正 しい政策の下

で､法によって承認されるべきだという主張に

すぎない｡彼らの任務は次の点を明らかにする

ことである｡つまり､正 しい政策は 〈彼らが〉

要求するものを要求するということである｡し

かし､この要求は論証の手続きを必要とするで

あろうし､またその論証は､多くの場合､考案

するのも理解するのも難しいから､彼らは､先

にあげた大げさな文句のいくつかを使って､議
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諭して決めるべき論点を前もって正 しいと決め

てかか りたかるのである｡｣2)

現代のアングロサクソン系の政治哲学者の多く

もやはり､功利主義を重視して､それとは正反対

の立場からしばしば擁護される権利に基礎を置く

道徳理論や政治理論に代わるものと考えている3)0

〔二つの相容れない立場からなされる)もう一万

の反論は､非功利主義的見地からのものであろうO

たとえば､アラスデア ･マッキンタイアは ｢社会

目的論的｣見解､つまりある意味でアリストテレ

ス哲学の見解を推し進めながら､やはり次のよう

に述べている｡

｢中世の終わり近 くまで､われわれが用いてい

る 『権利』 という語句によって正確にいいかえ

られる語句は､古代や中世のいかなる言語にも

みられないという- ･事実にかんがみれば､

ほかならぬ人聞 くとしての)人に所属するこう

した権利が存在すべきだとは､いささか奇異で

あろう｡その 〔権利という〕概念は､古英語は

いうにおよばず､約1400年以前の古典期あるい

は中世期の-プライ語やギリシャ語､ラテン語､

アラビア語の語句では表現する術がないのであ

り､さらに日本語にあっては､19世紀半葉近 く

になってさえそうなのである｡こうしたことか

ら判断して､自然権や人権などは存在しないの

だ､ということにはもちろんならない｡たんに

〔そうした権利が〕存在したとはだれもが知りえ

なかったにすぎないのだ｡そしてこのことは､

ある種の問いを提起していることだけはたしかで

ある｡だが､その問いに答えようと思いなやむ

には及ぶまい｡なぜなら､真理は明白だからだ｡

そのような権利などは存在しないのであり､そ
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してそうした権利を信奉す るこ とは､魔女と
ユニコーン
一角獣の信奉者となるに等しいのである｡｣4)

マッキンタイアは､｢自然権や人権｣は ｢虚構｣

だと考えている- 同様に ｢功利｣も 〔｢虚構｣

だと考えている〕(とはいえ､｢人間のく究極目的〉｣
や ｢公共善｣はそうではないらしい)0

わたしはここで､このような反論に答えようと

は思わない｡わたしはただ次のことを述べようと

しているにすぎない｡つまり､人権の信奉は極め

て多くの人々に受け入れられているようにみえる､
ポリテイシヤンズ ステ

ということである｡というのも､政党政治家や経
イツメン
世家､国際法学者ばかりか､国の内外で圧政や抑

圧に反対して市民的 ･政治的な諸権利のために活

動する人々のなかにも､人権の信奉によって動機

づけられた活動が広範にみられるからである｡も

ちろん､そうした 〔人権の信奉によって動機づけ

られた〕現実参加は､多くの場合､かなり選択的

であり､偽善的ですらある｡だが､〔彼らの〕現実

参加をすべてそのようなものにすぎないとみなす
シニカル

ことは､あまりに冷笑的であるといえよう｡ここ

でわたしは､次のことだけを確認しておきたい｡

すなわち､彼らは左翼の立場に立ち､しかも左翼

のなかでも､マルクス主義者のあいだでもひとき

わ際立つ存在である､という点である｡

このことは､本論の冒頭に提示した設問を非常

識なものとみなす第二の､まったく相容れない立

場へ とわたしを一直線に至らしめる｡なぜなら､

〔このような立場に対しては〕次のように反論する

ことが恐らく可能だからである｡すなわち､(明ら

かに､多くのマルクス主義者は人権を信奉し､そ

れも誠実に信奉しており､そればか りかその彼ら

の信念に基づいて活動してさえいる｡なのにどう

して､マルクス主義者は人権を信奉 してはならな

いのか｡〉次に 〔この設問に対する応答の〕一例 と

して､G.A.コ-エンの言説をみてみよう｡

｢自然権 (あるいは道徳的 〔権利〕)という言葉

は､正義という言葉と同義である｡それゆえ､

正義を真剣に受け取るものはすべて､自然権の

存在を認めねばならない｡今では､マルクス主

義者が正義について語ることはめったにない｡

また彼らが正義について語ることがあったとし

マルクス主義者は人権を信奉できるか 508

レリヴァンス
ても､正義の今 日性を認めたがらないのである｡

つまり､正義という考えは幻想にすぎないとい

うのだ｡だが､わたしのみるところでは､正義

という考えは革命的マルクス主義の信念の中枢

にあるものなのである｡それはマルクス主義者

が下す個々の判断にあらわれている｡また､マ

ルクス主義者が物事を判断するときにみせる力

強い感情にも､それはあらわれている｡革命的

マルクス主義者の信念は､それ自身の本性につ

いてのはっきりとした自覚の欠如ゆえに､みず

からをあやまって記述してしまうことがよくあ

るのである｡つまり､正義 という考え方に対す

るマルクス主義者の軽蔑は､あの不完全な自己

認識の好例である｡｣5)

興味深いことに､現代のマルクス主義者は､｢人

権｣という言葉をいやがらずに使うようになって

いる- ことに､反動的な体制に反対する闘争に

おいてそうである｡

わたしは､全世界のマルクス主義者が､ことに

ナチ党に対するレジスタンス以来､それも多くの

場合､人権の名において､〔国家権力による〕あら

ゆる種類の圧政や弾圧に対する反対闘争の先頭に

立ってきたことを確信するものであるo現にわた

しが明らかにせんとしているのも､基本的な市民

的 ･政治的諸権利の確立と擁護が､多くの場合､

よく組織された強力な労働運動の影響力に依拠し

ており､またマルクス主義の立場に立つ政党や集

団が今述べたことを成し遂げるうえで､しばしば

中心的な役割を果たしてきた､という点なのであ

る｡

それゆえに､問題は､実際に人権を信奉してい

る人々の信念や 〔政治上の〕関係がマルクス主義

的であるかどうか､という点にはないことになる｡

むしろ問題は､マルクス主義者が く一貫して〉人

権を信奉できるのかどうか､である｡だが､この

ように公式化された設問は､依然として適切では

ない｡というのも､わたしは以下のように確信す

るからである｡すなわち､マルクス主義者と呼ば

れ､自らもマルクス主義者と考えており､しかも

人権を信奉する人々の多くは､彼らの人権信奉や

人権擁護活動 と矛盾しない確固たる信念体系を持

っている､ということである｡
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したがって設問は､以下のように再公式化され

るべきである｡すなわち､人権を信奉し､かつマ

ルクス主義者の正典にとって不可欠の中心的諸教

義… ここでわたしが念頭に置いているのは､マ

ルクス､エンゲルスの思想をはじめ､マルクス主

義の伝統のうちにあるレーニンや トロッキーをも

ふ くむ彼らの主たる信奉者たちの思想である-

を矛盾なく共有する人々の信念と 〔政治上の〕関

係は､マルクス主義的でありうるのか｡いうまで

もなく､このような設問は､｢マルクス主義の伝

統｣はどうしたら正しく捉えられ解釈されるのか､

｢真のマルクス主義者｣とはどのような人物なの

か､といった問題を不可避的に提起することにな

る｡私見によれば (その根拠は以下に示 されよ

う)､この領域にあってはありがたいことに､主流

派マルクス主義の伝統にみられる明確で暖昧さの

ないひとまとまりの見解が存在し､しかもその見

解はあからさまな言説とその背後に控えている理

論双方の水準において見定めうるものなのであるo

ところでこの設問は､さらにもっと純化される

必要があるOそもそも人権を信奉するとは､一体

どういうことなのか｡思うに､人権を信奉すると

は人権の存在を信じ､しかもその信念に基づいて

潔く活動することである｡それどころか､こうし

た信念を心から抱 くことは､いざというときには､

その信念に基づいて潔 く活動すると思われる 〔人

権〕の信奉者から厳しく試されることになるので

あるC注意すべきなのは､人権の存在を信奉する

ことは､かならずLも自然権の存在を信奉するこ

とを意味しない､という点であるOというのは､

自然権の信奉のなかには､人権に帰属する認識特

性や形而上学的態度が内包されているのだが､そ

の点については､人権の信奉者は未だに言葉を濁

すことがあるからである｡

ここでわたしは､以下のように ｢人権｣を定義

するファインバーグに従うことにしたい｡〔その定

義によれば､人権とは〕｢一般的には､万人が等し

く､つまり無条件かつ不変的に考える根本的に重

要なものからなる道徳的諸権利｣6)に他ならない｡

〔ところで､〕人権は ｢理念上の権利｣とみなされ

ることがある｡その場合､人権はかならずLも実

際に認識される権利ではなくて､か くあるべき権

利､いいかえれば積極的権利であるべきであり､

よりす ぐれたあるいは理念上の法体系にあっては

か くあるであろう権利､と考えられる｡人権はま

た､｢良心上の権利｣とみなされることがある｡そ

の場合には､人権は啓蒙された良心の原理に照ら

して正当なものとして認められるべき権利の主張､

と考えられる｡〔しかし､このような〕人権は､絶

対的なものなのだろうか｡

もっとも強い意味で 〔人権が〕絶対的であるた

めには､人権にはいかなる状況の下でも決して例

外があってほならないであろう｡したがってまた､

〔人権の〕合法的侵害に対してもそれは絶対に無

防備であってはならないであろう｡つまり､人権

は他種類の権利や同一人物の他の権利などが含ま

れる〔政府などの〕政策決定にふさわしい他の論拠

に (つねに)優越せねばならない｡だが､これは

とてつもなく強硬な要求であるOその要求は国連

の世界人権宣言に明記されたあらゆる権利を､こと

に能動的な消極的権利 (干渉されない権利)や積

極的権利 (ある意味で干渉される権利)を､実質

上､除外するだろう｡このような諸権利- たと

えば､いわゆる ｢社会的 ･経済的な諸権利｣であ

るとか､人並みの人生をおくるに必要な手段､と

というよりはむしろ､ともか く生活の手段を与え

られる権利7)- は､それらの内容を具体的な施

策によって実現しようとする際には､利用可能な

財源に頼ることになるからである｡それゆえに､

人権はこのような意味において､絶対的なもので

はありえない｡恐らくまったく非の打ちどころの

ない絶対的権利とは､旺められたり搾取されるこ

とのない権利である｡もっと一般化していえば､

平等な尊重と配慮を受ける権利である｡とはいえ

この権利がなにを意味しているのかは､具体的に

は言明しがたい｡だから人は､人権の絶対性-の

要求は恐らくこの 〔具体的には言明しかたい〕事

実からまさに派生してくるのではないかと考えて

しまうのだ｡

それゆえ恐らく､人権は､しっか りとした く70

リマ ･ファキエ)の 〔つまり､反証によって覆さ

れるまでは一応正 しいと推定される〕権利である

といえよう｡人権は､通常､人々の死活にかかわ

る利害関心への擁護 として正当化され､また 〔政

府などの〕政策決定がどんな目的や意図に関係して

いようがあまり重要でない他の権利の保護に関係し
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ていようが､通常､そうした政策や決定にまつわる他

の一切の考慮にそれは優越するのであるOこのよ

うに人権は､｢頼もしく立派な｣8)外観を呈している｡

なぜなら､人権を信奉することは､ある人の目標

や戦略が､それらの追求に際して､促進されるこ

とがなく､それどころか阻害されかねない場合に

まさに (というよりはむしろ､〔その場合に〕とり

わけ)､それらの擁護のために献身することだか

らであるO

換言すれば､権利という言葉を用いることは､

正義の関係から利益を得る人々の観点に立って､

その必要条件を主張する一手法なのである｡とい

うのも､正義の関係 とは､｢〈とりわけ)選択の自

由をふ くむ)なにものかを享受すべき､あるいは

当然与えられてしかるべき 『他者(たち)』の観点､

つまり仮にそのなにものかを否定するならば､不

当に取 り扱われるであろう人々の観点｣を取 り入

れることだからである9㌦ (入間の〉権利という

言葉を用いるのは､このような観点を取 り入れる

ためなのであるが､それはまた､ある事柄､とり

わけ人間にふさわしい人生を詣歌するうえでもっ

とも大切な事柄にかかわるこうした観点から､基

本的にもっとも重要な くプリマ ･ファキエ〉の 〔人

間の法律上の〕地位を重視するための一手法でも

あるDまれにみる極端な事例の除くにしても､く人

間の〉権利主張がそれを実効あらしめる実際の目

標や政策や戦略と相容れなくなるときに､それら

は潔 く放棄されるが､そのことはそうした権利と

いう言葉が真剣に用いられているあかしに他なら

ないのである｡

さらにロバー ト･ノージッタに従っていいかえ
サイIr･コンストレインツ

れば､権利とは｢側面からの制約｣- 合 目的的な

行動に対する道徳的拘束- なのだといえよう10)0

このような権利の捉え方は (それは一種の ｢権利

の功利主義｣のようなものをあらかじめ考慮して､

われわれの目標のなかに権利侵害の極小化を組み

込むことではない)､人を単なる手段ではなく目

的とみなすカント哲学の根本原理を反映している｡

つまりそれは､人 (あるいは政党や国家)が他者

を利用することを認めないのである｡権利が以下

のものの排除を可能ならしめることについては､

難なく理解できる｡すなわち権利が排除しうるの

は､殺人や物理的攻撃､権利侵害､心理操作､脅

マルクス主義者は人権を信奉できるか 510

迫､情状上申書の否認や歪曲､心に浮かぶ考えを

自由に連想してゆくことや現行の秩序に反対す る

ことへの妨害､テロの行使､専断的な逮捕や監禁､

無実の人に対する故意の処罰､〔人に〕生れながら

に与えられている人格上の特性を根拠とする差別

待遇､生活や労働の手段､さらにはある共同体の

文化資源に接近することの否認などである｡しか

しながら､ 次にみるノージッタなどは､いわゆる
リ パ ー タ リ ア ン

｢自由意志論者の｣立場から､以上のように理解さ

れた権利侵害には､たとえば他者を利するために

人々の合意をうることなく､彼らに課税するよう

なことも含まれると述べているが､わたしは彼の

その説明には同意しないOとはいえ､彼の側面か

らの制約としての権利 (したがって含意としては

人権)の分析は､権利の基礎に対する彼の捉え方

と同様､わたしは支持する｡

側面からの制約としての権利 〔つまり人権〕は､

｢他人の人格の不可侵性を表現する｡だが､人

はなぜ､より大きな社会的善のために人々を侵

害することが許されないのか｡われわれは個人

的にはそれぞれ､より多くの利益のためやより

大きな損害を避けるために､多少の苦痛や犠牲

に耐える場合がある｡たとえば､歯の痛みが後

でもっとひどくならないように､われわれは歯

医者へいく｡われわれはその成果のために嫌な

仕事をする｡人によっては､健康 と容貌のため

に食事制限をする｡また老後の生活のために貯

蓄する人もいる｡いずれの場合にせよ､全体の

善をより大きくするために､なんらかのコス ト

が負担されているQなぜくおなじように)､社会

全体の善のために､ある人々が他の人々のために

より多くの利益を与えるようななんらかのコス

トを負担せねばならない､と主張しないのか｡

しかし､それ自身の善のためにある犠牲に耐え

るというような､善を伴 う く社会的実体〉など

というものは存在しない｡存在するのは個々の

人々､彼ら自身の個々の命をもった､各々異な

った個々の人々のみである｡これらの人々のう

ちの一人を他の人々の利益のために利用すると

いうことは､彼を利用して､他に利益を与える

ことである｡なにもそれ以上はない｡なにかが

起こるとは､他人のために彼になにかが行なわ
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れるということである｡社会全体の善について

論じることは､この点を隠蔽する｡(意図的にで

あろうか ?)｡このようにして一個人を利用す

ることは､彼が独立した人格であるという事実､

つまり彼の命が彼のもっている唯一の命である

という事実を､十分に尊重し考慮に入れている

とはいえない｡彼の犠牲によって､〈彼が〉なに

かそれ以上の善を得るわけではない ･･･｡｣11)

このようにみてくると､人権を信奉することは､

カント的理性にあっては､われわれの目標の追求

に対する側面からの制約を受け入れることなので

ある｡ノージックは､人権があらゆる社会的文脈

にあって絶対的であり､永久に適用可能だと考え

ている｡しかし､人権を (すでに示唆した理由か

ら)しっか りとした くプリマ ･ファキエ)のもの

とみなし､しかもある種の社会環境においてのみ

(少なくとも､社会秩序の最小レヴェルの存続と枠

組みが存するとごろでは)通用可能なものとみな

すことのほうが､いっそうもっともらしく思える｡

ここでわたしは､以下の問題には立ち入らない｡

それは､(1)(プリマ ･ファキエ)の権利が侵害

されるのは､どのような切迫した条件の下でか､

(2)人権が有意味に適用されうるのは､どのよ

うな社会背景においてなのか､(3)拘束は どの

ような特質をもつ人格のうえに基礎づけられるの

か､といった問題である｡いうまでもなく､こう

した問題はすべて､人権について多少なりとも適

切に考慮するなかで､答えられねばならない根本

問題である｡

か くして､われわれが 〔本論の〕冒頭に示した

設問は､いまや以下のように特殊化されることに

なる｡われわれは人権を (先に定義したように)

信奉できるのか､そして 〔その信奉は〕正当派マ

ルクス主義の伝統とつまるところ両立するものと

なるのか｡わたしは､この設問の答えを二通 りの

や り方で求めてみたい｡一つは､マルクス主義の

正典がこの種の話題についてあからさまに語らな

いと気がすまないものの引用をとおして､そして

もうーつは､そのあけすけな言説の背後に横たわ

る ｢深層理論｣とわたしがみなしているものの提

示をとおして､その答えを求めてみたい｡

マルクスとエンゲルスは､『ドイツ･イデオロギ

ー』のなかでこう書いている｡｢く法)〔Recht〕に

関するかぎり､われわれは他の多くの人々ととも

に､政治的かつ私的な く法)に対する共産主義の

敵意を力説し､またそのもっとも一般的な形態が

人間の権利 〔つまり人権〕であるような (法)に

対する共産主義の敵意をも力説してきた｡｣12)これ

は ｢ユダヤ人問題によせて｣以後の彼らの全著作

について､間違いなくいえることである｡

｢ユダヤ人問題によせて｣において､マルクスは

｢いわゆる く人間の権利)｣について､｢(市民社会

の成員)の権利､つまり利己的人間の権利､他人

および共同体から切 り離された人間の権利にはか

ならない｣と書いている｡自由 ｢という人間の権

利は､人間と人間との結合にもとづ くものではな

く､むしろ人間と人間との分離にもとづいている｡

それは､このような分離の権利であり､局限され

た個人の権利､自分だけの世界にとじこめられた

個人の権利である｣｡その 〔自由 という人間の権

利〕の実際上の適用は､く私的所有)の権利である｡

マルクスは くこの)〔私的所有の〕権利､つまり

｢利己の権利｣を､｢市民社会の基礎｣を形づ くり､

｢各人が他人のなかに自分の自由の 〈実現)をみい

だすのではなく､むしろその 〈制限〉をみいだす

ようにさせている｣ものと考えている｡

一般的にいって､

｢人間の権利と思われているものはどれ一つと

して､利己的な人間､あるがままの人間､市民

社会の成員としての人間を越え出るものではな

い｡すなわち､それは共同体から分離された個

人､彼だけの世界にとじこめられた個人､彼の

私的な利害だけに心を奪われ､彼の私的な気紛

れに従ってふるまう個人を越え出るものではな

い｡人間は人間の権利において決して類的存在

とみなされるものではなく､それどころか類的

生活そのもの- 社会- は､個人の外部にあ

る無縁な秩序 として現われ､彼の本来の自立性

を制限するものとして現われる｡彼らを結合す

る唯一の紐帯は､自然的必要､欲求と私的利害

であり､彼らの財産 と彼らの利己的人身との保

全である｡｣
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〈政治的共同体〉は､｢これらのいわゆる人間の

権利の保全のための手段にすぎない｣のである｡

｢人間の解放｣は､こうした人間の権利 (つまり

人権)とは正反対のものである｡

人間の解放が､

｢完遂されるのは､現実の個体的な人間が､抽

象的な公民を自分のなかに取 り戻したときであ

る｡すなわち､個体的な人間でありながら､彼

の日常生活､彼の個人的労働､彼の諸関係のな

かで (類的存在)となったとき､つまり人間が

彼の 『固有の力』(fwcespropres)を〈社会的

な)力として認識し組織し､それゆえに社会的

な力をもはや (政治的な〉力として自分から分

離しないときに､それは完遂されるのである｡｣13)

マルクスとエンゲルスは､終始一貫して権利と

正義に対する罵倒の言葉を書きつらぬている｡たし

かにマルクスは､1864年の国際労働者協会綱領の

起草に助力したが､その会員は ｢真理 と正義 と道

徳とを､皮膚の色や信条や国籍にかかわりなく､

彼ら相互のあいだでの､また万人に対する彼らの

行動の基準と認めることを｣求め られ､ さらに

｢(権利がないところ義務もなく､義務を果たさず

して権利は主張しえない)｣という原理の承認を求

められたのである｡一万､｢労働者階級解放のた

めの闘争｣は､｢平等な権利と義務をめざし､あら

ゆる階級支配の廃絶をめざす｣闘争だと述べられ

ている14)｡さらにマルクスは､その 『創立宣言』

において､｢私人の関係 を律すべき法にすぎない

道徳や正義を､諸国民の交通の最高規則として弁

護するよう｣強く求めている15)｡他方､マルクス

は1864年11月4日付けのエンゲルスに宛てた書簡

のなかで､このような望ましくない文言について

釈明している｡マルクスは書いている｡｢ぼくが余

儀なくされたのは､〔規約の〕前文に､『義務』と

『権利』 という二つの文言と､『真理､道徳､正義』

〔という文言〕とを書き入れることだけだが､それ

らは有害になりえないよう配列してあるO｣16)

マルクスは 『資本論』のなかで､正義という高

遠な理念に訴えるブルー ドンを噺笑しているo

マルクスは次のように問いかけている｡

マルクス主義は人権を信奉できるか 512

｢物質の合成と分解にみられる分子変換の現実

的諸法則を研究し､その基礎のうえに一定の課

題を解決する代わりに､『自然的性状』とか 『親

和力』とかいう 『永遠の理念』によって物質の合

成と分解を統制しようとする化学者について､

われわれはどのように考えるであろうか ? 『高

利』について､それは 『永遠の正義』や 『永遠

の公正』や 『永遠の相互扶助』その他の 『永遠

の諸真理』と矛盾するとわれわれがいうとき､

教父たちが高利は 『永遠の恩寵』や 『永遠の信

仰』や 『神の永遠の意志』とは両立しないとい

ったとき彼らがそれについて知っていたよりも､

われわれは本当により多く知っているのだろう

か ?｣17)

さらにマルクスは 『ゴータ綱領批判』のなかで､

再度､道徳的に用いられる語句に対する彼の拒絶

反応をあらわにしている｡

｢わたしはこれまで ･･･『平等な権利』と『公

正な配分』とにかなり詳しく立ち入ってきた｡

それは､以下の試みがどれほど犯罪的な行為で

あるかを示さんがためである｡その一つは､あ

る時代にはなんらかの意味をもっていたとはい

え､現代では時代遅れの駄弁になってしまった

諸観念を､わが党にふたたび教義として押しつ

けようとすることであり､もう一つは､たいへ

ん苦心してわが党に教え込まれた結果､いまや

党のなかにしっかりと根付いた現実的なものの

見方を､民主主義者たちやフランス社会主義者

たちにはお得意の､権利 (く法〉)だとかなんと

かについての観念論的なたわごとでぶちこわす

ことであるo｣18)

人権を主張するための道徳的諸基礎に関するか

ぎり､それらが ｢良心上の権利｣であろうと ｢理

念上の権利｣であろうと､マルクスはたしかに譲歩

しなかった｡道徳には､｢宗教､形而上学､その他

一切のイデオロギーならびにそれに付随する意識

諸形態｣とおなじく､｢歴史もなければ発展もな

い｡むしろ人間は､彼らの物質的生産 と彼らの物

質的交流をつ くりかえ- そればか りか- 彼ら

の現実的生存や彼らの思考､彼らの思考の生産物
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をつ くりかえるのだ｡｣19)そしてさらに､労働者階

級は､｢没落 しつつある時代遅れのブルジョア社

会それ自体に季まれている新社会の諸要素を実現

しようと考えるのではなく､その諸要素を解放 し

ようと考える｣20)のである｡

エンゲルスもまた､おなじように述べている｡

すなわち､彼はブルー ドンを攻撃しつつ､正義と

は､｢あるときは保守派から､またあるときは革

命派から､既存の経済的諸関係をイデオロギー化

し美化した表現にすぎない｡｣｢平等の観念は､そ

のブルジョア的形態においても､またプロレタリ

ア的形態においても｣｢永遠の真理でないことだ

けはたしかである｡｣

エンゲルスは､『反デューリング論』において次

のように述べている｡

｢それゆえに､道徳界にも歴史と民族的差異と

をこえた永久的諸原理があるという口実のもと

に､なんらかC)'道徳的教義学を､永遠の､決定

的な､将来にわたって不変な道徳律 としてわれ

われに押しつけんとする要求を､われわれはす

べて拒否するのである｡その反対にわれわれが

主張するのは､従来のすべての道徳説は､つま

るところその時点に達成された経済的社会状態

の生産物であった､ということである｡そして､

社会がこれまで階級対立のかたちで動いてきた

のと同様に､道徳はつねに階級道徳であった｡

道徳は支配階級の支配と利益とを正当化するも

のであるか､または抑圧された階級が十分に強

力になったそのときからは､こうした支配に対

する反抗と被抑圧階級の将来の利益とを表明す

るものとなるか､のいずれかであった｡｣21)

ジョアジーに打ち勝つのではなく､対立を和らげ

調和させる｣のである｡カウツキーによれば､道

徳の諸教義は ｢社会的必要から発生し｣､｢あらゆ

る道徳は相対的であり｣､またいかなるものが ｢す

ぐれて道徳的人間であり道徳的な桂であるかも､

たえざる変化にさらされているのである｡｣22)

レーニンにいわせれば､マルクス主義には ｢終

始一貫､けし粒ほどの倫理もない｣23)のである｡

彼はまた､1920年の共産主義青年同盟大会で次

のように述べている｡

｢われわれの道徳は､まったくプロレタリアー

トの階級闘争の利益に従属している - ･道徳

とは､古い搾取社会の破壊に役立ち､新しい共

産主義者の社会をつ くりだしつつあるプロレタ

リアー トのまわりにすべての勤労者を団結させ

ることに役立つものである ･･･共産主義者に

とって一切の道徳は､この結束した連帯的規律

と搾取者に対する自覚 した大衆闘争とにつきる｡

われわれは永遠の道徳など信ぜず､道徳につい

てのあらゆるつ くり話の欺梢を暴露する｡｣26)

トロッキーについていえば､彼の小冊子 『彼ら

の道徳と我らの道徳』が彼の考えをあざやかに示

している｡つまり､｢道徳は他のどのイデオロギ

ー形態よりも､階級的性格をもつ｣､というので

ある｡｢万人が義務 として守るべき規範｣につい

ていえば- その ｢最高の一般化は ･･･カント

の 『絶対的な至上命令』である｣- ､それは空

虚であり､しかもそれに訴えることは ｢階級幻想

の力学においては､避けがたい要素｣である｡

なぜなら､

後につづ く主流派マルクス主義の伝統は､革命

闘争の激化ゆえに､策略を力説するとはいえ､こ

の種の話題に関しては､まったく首尾一貫してい

る｡たとえば､カウツキーは､マルクスとエンゲ

ルスのブルー ドンやラッサールへの批判をそっく

りまねて､あざ笑うように述べている｡すなわち､

｢倫理的社会主義｣は ｢われわれの秩序のなかで階

級対立を緩和し､少なくともブルジョアジーの一

部と妥協しようとする努力｣であり､カント的倫

理の ｢歴史的社会的傾向｣は ｢闘争によってブル

ー 144-

｢すべての決定的問題において､人々は彼らが

『社会』の一月であるよりもはるかに深 く､また

より直接的に階級の一員であると実感している

からである｡『義務的』道徳の規範は､現実には

階級､つまり敵対的内容で満たされている｡道

徳的規範が絶対的となればなるほど､それはま

すます 『万人が義務 として守るべきもの』では

なくなる｡労働者の連帯性､とくにストライキ労

働者あるいはバ リケー ドの闘士の連帯性は､人
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間的連帯一般よりも比較にならぬほど『絶対的』

である｡｣

現に､トロッキーは以下のように述べるなかで､

問題の核心に触れているOすなわち､このような

〔万人が義務 として守るべき〕規範は､｢階級闘争

のとる性格が先鋭化するほど､その力を弱めてゆ

く｡階級闘争の最高の形態は､敵対的諸階級のあ

いだの一切の道徳的紐帯を空中に吹きとばす内乱

である｡｣

そうだとすると､｢虚言､暴力,殺人｣はどうな

るのだろうか｡つまり､それらは ｢健全な社会主

義運動 と両立しない｣ものなのだろうか｡この問

いに対して トロッキーは､さらにこう答える｡

｢だが､われわれは革命をどのように考えるの

か｡内乱 〔つまり革命〕はあらゆる形態の戦争

のなかでもっとも厳しいものである｡内乱は､

第三者に対する暴力なしには考えられないばか

りでなく､また現代の技術の下では､年老いた

男や女､子供 を殺すことなしには考えられな

い ｡｣

ところで トロッキーは､こうした虚言や暴力は

くそれだけで〉非難の理由となるのか､とさらに問

い詰めている｡

｢いうまでもなく､〔非難は〕虚言や暴力をもた

らす階級社会をまさに正当化するのである｡社

会的矛盾のない社会は､当然､虚言や暴力のな

い社会であるだろうOしかしながら､革命的な

手段､つまり暴力的な手段による以外には､そ

の社会へ橋をかけるどんな道もありはしないの

だ｡革命それ自体は階級社会の産物であり､か

ならずその特徴をおぴている｡『永遠の真理』と

いう見地からすれば､革命はたしかに 『反道徳

的』である｡だが､このような見地は以下のこ

とを意味するにすぎない｡すなわち､観念論的

道徳は反革命的であるo つまり搾取者に奉仕す

るものである｡｣

マルクス主義者は人権を信奉できるか 514

ては､健全な社会主義運動は暴力や虚言なしに

運営されるべきだ｣とはいえないのかOだが ト

ロッキーによれば､それは ｢あわれないいのか

れにすぎない｡『平和的な』階級闘争と革命との

あいだには､浸透 しない区分線など一切存在し

ない｡あらゆるス トライキは､未発展な形で内

乱の一切の要素を体現している｡｣したがって､

虚言､暴力､殺人といったものは､｢そのもっと

も初歩的な形態においてさえ､階級闘争の不可

欠の部分｣である｡しかし｢それでも｣､道徳家

たちは ｢資本家に対する階級闘争においては､

虚言､陰謀､裏切 り､殺害､その他一切の手段

が許されるのか｣､と主張 してはばからない｡

トロッキーの答えは明快である｡つまり､道徳

的な側面からの拘束という考えをきっぱりと捨

てきるのである｡彼は､問題を革命的道徳の問

題と考えており､それゆえ ｢革命的な戦略と戦

術｣からは分離しえないと考えている｡

｢革命的プロレタリアー トを統一し､彼らの

心を抑圧に対する非妥協的敵意をもってみた

し､彼らに公認の道徳 とその民主的共鳴に対

する軽蔑を教え､彼らに彼ら自身の歴史的使

命の意識をふきこみ､闘争において彼らの勇

気と自己犠牲の精神を高揚させるような手段､

そしてそのような手段のみが許されるし､ま

た義務的である､とわれわれは答える｡_J25)

わたしが次に引用する文章は､『ドイツ･イデオ

ロギー』からのものであるOこの著作において､

マルクスとエンゲルスは､(法)についての彼らの

見解､したがって人間の権利についての彼らの見

解を明らかにしている｡

しかしそうはいっても､内乱は ｢悲しむべき

例外｣なのではないか｡つまり､｢平時におい

1145-

｢く法〉に関するかぎり､われわれは他の多くの

人々とともに､政治的かつ私的な(法〉､つまり

人間の権利のもっとも一般的な形態でもあるよ

うな 〈法〉に対する共産主義の敵意を力説して

きた｡｣

共産主義が く法〉に対して拒絶反応を示す深

い理由は､なんであろうか｡

｢(法〉｣〔という言葉〕は｢droitJや ｢din'tto｣
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のように､大陸の法律家が用いるのであるが､

英語にはそれらをうまくいい表わす語句がみあ

たらないのである｡

-- トが述べているように､このような語句

は､

｢英国の法律家からみると､法と道徳とのあ

いだを頼 りなくゆれうごいているように思わ

れるが､それらは実は固有の特質をそなえた

ある道徳領域 (法の道徳)を他から識別する

言葉なのである｡この領域に属する概念とし

ては､正義､公正､諸権利と責務がある (と

はいえ､今 日の道徳哲学者の多くはこの最後

の概念 〔責務〕を用いていない､つまりわれ

われが行なうべき行為あるいは行なうべきで

はなし､､行為をすべて包含するあいまいな一般

的標識としては用いていない)C｣26)

ギールケは､かつて 〈法)の意味を以下のよう

に定義したことがある｡すなわち く法)とは､｢(a)

人々にとって外的な規範として客観的に実在する

法体系であり､(b)人々がその外的な規範ゆえに､

つまりその効力のおかげで､諸権利の ｢主体｣な

いし所有者として亨受する諸権利の体系｣27)であ

る｡要するに､(法)が見極めるのは､ある人の自

由が他の人の自由によって制限されうるのはどん

な場合であり､その結果どのような行為がなされ

るべきなのか､を決定するあの道徳の部門である｡

つまり (法)は､いかなるものであれ､現実の法

体系からなる実定法の主題を見極めるのである｡

マルクス､エンゲルス､そして彼らの亜流らは､

〈法)をどのようにみていたのだろうか｡マルクス

は､法的諸関係 (Rechtsverhdltnisse)についてこ

う書いている｡｢国家諸形態とおなじく [法的諸関

係]は､それ自身から理解されるべきものでもな

ければ､またいわゆる人間精神の一般的発展から

理解されるべきものでもない｡むしろそれらは､

物質的な生活諸条件､つまり--ゲルが 『市民社

会』という名のもとに総括している物質的な生活

諸関係の総体に根差している｡｣28)ェンゲルスもま

た､こう書いている｡｢社会的な正義や不正義は､

生産 と交換の物質的事実をとりあつかう科学､す

なわち政治経済学によって決定される｡｣29)要する

に､(法〉の諸原理は､客観的規範として理解され

るべきではない､つまり社会的諸関係を評価する

ための独立した一連の合理的諸基準として理解さ

れるべきではない｡く法〉の諸原理自体は､これと

は逆に､つねに社会的諸関係から発生し社会的諸

関係を統制するものとして説明されなければなら

ない30)O

このことは､マルクス主義者が (法〉に反発す

る第一の理由､つまり (汰)が本質的にイデオロ

ギー的である点を示唆している｡(法)が提示すべ

く求めているのは､なにが ｢正 しく｣｢公平｣であ

るのかをはっきりと述べ､しかも ｢権利｣や ｢責

務｣を定義する ｢客観的｣諸原理である｡すなわ

ち､(法〉が要求するのは､こうした客観的諸原理

が普遍的に妥当し､社会の構成員すべての (そし

て恐らくは､いかなる社会の構成員であれ､その

すべての人々の)利害関心に奉仕することである｡

さらに 〈法)は､特定の党派や派閥的利害関心か

らは ｢自律的｣であることを要求する｡しかし､

マルクス主義者の観点からすれば､こうした要求

はすべてまやかしであり､人の目を欺 くものなの

である｡そうした要求は､(法〉がもつ諸原理の真

の機能の隠蔽に役立つのである｡その真の機能と

は､現存秩序と化した社会的諸関係を擁護するこ

とである｡つまり､(法)の要求が広範に受け入れ

られるほど､いっそうよく充足される機能がそれ

である｡要するに､マルクス主義は､〈法)がもつ

諸原理の真の機能とその背後に控えているブルジ

ョア的利害関心との暴露をとおして､(法)の自己

了解の正体を暴かんとするのである｡

もちろん以上のことから､共産主義者は全員､

あらゆるブルジョア的な権利や責務にそむく ｢不

道徳主義者｣になることが望ましい､ということ

にはならない｡ともかくそれは､〔あまりにも〕お粗

末な戦術であろう｡〔以上のことから〕ぜひ理解し

ておきたいのは､く法〉の諸原理が純理的に有無を

いわきぬ権威をもっことは望ましくない､と共産

主義者が考えている点であるoLかも〈このこと)

から判断すれば､〈法〉の諸原理に従った行動がで

きないことを論拠 とする､つまり労働者の権利

等々 (ただし戦術的な運動は除く)が不当に侵害

されていることを論拠とする資本主義の批判は意

味をなさない､ということになるO
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だが､共産主義者の (汰)に対する敵意には､

もっと深い理由があるのだ｡その理由は､次のよ

うに設問するとき､明らかにすることができる｡

その設問とはこうであるoく法)の諸原理はいかな

る問題に対する応答なのか｡この設問に対して､

法学者や哲学者はそれぞれ異なった解答を提示し

ている｡しかし､そうした解答には人間生活につ

いてのある共通した見解がみられるのである｡つ

まり人間生活には争いが本来的に学まれており､

それゆえ破局しかねないので､たとえば万人の利

害関心に奉仕するものとしてその正しさが合理的

に立証されうるような権威的諸規則の枠組みや強

制執行が要求され必要とされるのだ､という見解

がそれである｡〈法〉とは､恐らくは､人間の条件

のなかに本来的に含まれている ｢道徳の条件｣と

呼ばれるものへの応答なのだ｡しかもこの ｢道徳

の条件｣は､まさにそれ-の応答が社会によって

異なる形態をとることから判断して､文字どおり

深刻なものに違いないのである｡

道徳の条件に関するデイヴィット ヒュームの簡

潔な説明をみてみよう｡ヒュ-ムによれば､｢正義

は､人が利己心をもち寛大な心に限界があること､

そして自然が人間の欲求に対して乏しい量のもの

しか与えないことにその起源を持っている｡｣31)

ジョン ･マッキーは､倫理に対する彼の近著のな

かで､プロタゴラスやホップスとともに､このヒ

ュ-ムの言説を引用しながら､彼のいうふるまい

に対する特殊な拘束の体系としての｢狭義の道徳｣

(それはまさに く法)だと思われる)を見定めんと
エ-ジェント

している- その主たる任務は､当の行為者以外

の人々の利益を守ることであり､またその拘束は
エ-ジェント

ある行為者に対しては､かれが生まれながらにも

つ 〔行動〕性向､つまりかれの本能的な 〔行動〕

傾向に対する抑制 として現われる｡マッキーはヒ

ュ-ムに従いつつ､次のように述べている｡この

ような狭い意味においてか く定義された道徳は､

人間の窮状に内在する根本問題の解決を求められ

ている｡なぜなら､｢限りある資源 と限りある同

情心という､この二つから､競走が生じ､それか

ら争いが､また互恵的協力の欠如が生まれる｣32)

からである｡あるいは､わたしが道徳の条件と呼

び､ジョン ･ロールズが ｢正義の環境｣と呼ぶも

のについての､彼の説明をみてみよう｡｢正義の環

マルクス主義者は人権を信奉できるか 516

境とは､その下において人間の協働が可能となり､

またそれが必要 とされる正常の条件であり｣､また

それらは ｢相互に無関心な人々が､穏やかな希少

性 という条件の下で､社会的に有利な立場の分配

に対する相容れない要求をもちだすときには､い

つでもえられる｣33)のである｡

ところで､マルクス主義の他からはっきりと区

別される風変わりな特色は､道徳の条件が人間生

活のなかに本来的に備わっているものだとは考え

ない点にある｡たしかにマルクス主義は､限りあ

る利他主義や資源が､人間の条件のなかに本来的

に含まれている不変の特色であることを認めない｡

それどころか､マルクス主義はそれらが歴史的に

決定され､階級社会に特有のものであり､しかも

す ぐに除去できると主張する｡〔マルクス主義に

あっては､〕限りある資源も､限りある同情心も､

一般的には利害対立や桔抗状態にある社会的諸関

係ですら､人間の窮状にとって根本的なものでは

ない｡それらが存在すると想定すること自体､

(く法)によって広められた)イデオロギー的幻想

である- つまり､現存する階級にとらわれた社

会秩序の永遠化に努める点で､〔その想定は〕イデ

オロギー的である｡マルクス主義にあっては､あ

り余るほどの豊かさでみちあふれた統一社会は､
ア ジェンブ

到来させうるばか りか､歴史上の議事 日程 となっ

ており､現に､労働者階級には原理的にそうした

統一社会を到来させる動機が与えられており､ま

た到来させ うるのだと仮定されているのである｡

このように (汰)が本質的にイデオロギー的で

あるのは､階級社会を安定化し､階級利害を隠蔽

するからであり､また普遍的に公正で客観的かつ

相互に有利な方法で､競合する諸要求を裁定し､

自由を制限し､費用と利益を配分すると偽るから

なのである｡(法〉はまた､それを生ぜしめる諸条

件の説明を前提とするが､マルクス主義はその前

提を否定する｡なぜなら､マルクス主義は､おお

むね､一切の重要な利害対立を階級対立にまで遡

らせなければ気がすまないからである｡だからこ

そ､たとえば､マルクスとエンゲルスは､｢人間と

自然との対立ならびに人間と人間との対立の､く真

の)解決｣34)としての共産主義について語 りえた

のであり､また共産主義の下での 〔法律上処罰の

対象 となる〕犯罪の廃止について思弁できたので
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あり､恐らく ｢社会の平和｣は ｢社会の戦争｣の

後に到来するであろうことを示唆 しえたのであ

る35)｡ トロッキーもまた､すでにみたように､｢社

会的矛盾のない 〔将来の〕社会は､当然､虚言や

暴力のない社会 となっているだろう｣と宣言しえ

たのである｡たしかにマルクス主義の正典は､社

会的であれ心理的であれ､階級以外の対立の根拠

については､実質上､なに一つ語らないのである｡

相容れない要求や利害を調整するための諸原理

の提供をとおして､く法〉は､階級間の妥協を奨励

することに役立つのであり､しかもそうすること

によって､〈法)の要らない社会生活の形態を可能

にするであろう革命的変革を先送 りさせるのであ

る｡なぜなら 〔く法)の要らない社会生活が可能と

なれば〕､そのときには道徳の条件､つまり正義の

環境はもはや通用しなくなるだろうからである｡

この点で､マルクスの く法)としての道徳観は､

彼の宗教観によく似ている､ とわた しには思わ

れるOマル クスはその宗教観について､こう書

いている｡ ｢民衆の幻想的な幸福である宗教を

廃棄することは､民衆の本当の幸福 を要求するこ

とである｡民衆が自分の境遇についてもつ幻想を

棄てるよう要求することは､それらの幻想を必要

とするような境遇を棄てるよう要求することであ

るO｣36)類推 していえば､｢人間の権利｣や ｢正義｣

についての幻想を棄てるよう要求することは､道

徳の条件や正義の環境を棄てるよう要求すること

である｡

マルクス主義者は人権を信奉できるか｡われわ

れがすでにみてきたように､そうした人権の信奉

が試されるのは､人権が求めるものとわれわれの

目標ないし戦略が要求するものとが相容れない場

合である｡それでは､マルクス主義者には､彼ら

の目的- そのなかには､すでに明らかにされた

ように､人権の必要性そのものを最終的に廃棄す

ることが含まれる- と相容れない状況の下で､

そのような権利を守 りかつ擁護する覚悟があるの

だろうか｡

ところで〔このように問うからといって〕､.わた

しは､マルクス主義者の大半が人権を立派にそし

て勇敢に擁護 してきたことを疑うものではない｡

しかし多くの場合､マルクス主義者は､彼らの闘

争の目標 と彼らが擁護する権利とが矛盾 しない状

況のなかで､人権を擁護してきたのである｡〔たと

えば〕ファシズムに対するレジスタンス､人種差

別主義や植民地主義に対する反対闘争､ラテンア

メl)カの独裁国家に対する左翼の抵抗､ソヴィエ

ト連邦や東欧での抑圧に対抗するトロツキス トの

一貫した活動などが考えられようQしかし､人権

の信奉が真に試されるのは､闘争や戦略の目標が

権利主張の擁護 と相容れなくなるときである｡こ

の場合､わたしが理解するかぎりでは､マルクス

主義の正典には､人権を擁護するための論拠が用

意されていないのだ｡それどころか､われわれが

以下の トロッキーの主張に従 うとすれば､マルク

ス主義の正典は､人権の擁護に反対する論拠さえ

与えることになる｡その トロッキーの主張とは､

(1)重要な境界線は､平和的な階級闘争 と革命 と

のあいだには引くことができない､しかも(2)共

産主義社会へ と至る途は､革命的な手段､つまり

暴力的な手段による以外にはない､というもので

ある｡このような想定の下にあっては､われわれ

の行動に対する唯一の側面からの制約は､われわ

れの目的達成の手段 をめ ぐるわれわれ自身の (あ

るいは党の)戦略的 ･戦術的判断と化するであろ

つ｡

以上 〔の分析〕から､わたしの結論は以下のよ

うになる｡マルクス主義者は先に示した意味にお

いて､人権を信奉できない｡それゆえに､人権を

信奉する誠実で率直なマルクス主義者の多くは､

人権の信奉と両立しないマルクス主義の正典の核

･いこある諸教義を破棄ないし放棄 した修正主義者

でのみありうるのである｡

(なか じま よしひろ 非常勤講師〕

(1994.1.lo受埋)
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訳注

1.この論文は､StevenLukes,̀CanaMarxist

BelieveinHumanRights?',inPraxisInterna-

tional:APhilosophicalJournal,1/4(1982)pp.

334-345.〔なおこの論文は､現在､S.Lukes,Moral

ConjlictandPolitics,(Oxford:OxfordUniver-

SityPress,1991)に収録されている〕の翻訳で

ある｡

2.原文中の引用符は ｢ ｣で示した｡

3.原則として原文中の書名は 『 』で示し､論

文名は ｢ ｣で示 した｡

4.原文中のイタリックは ( )で示した｡

5.原著者が本文の中で説明として補っている部

分は ( )で示し､訳者が訳文のなかで説明と

して補った部分については 〔〕で示した｡

6.原文中に引用されている文献で､邦訳書があ

る場合には､可能なかぎり参照したが､訳者が

必要 と考えた部分については原文に従って適宜

改訳されている｡

訳者あとがき

1989年に東欧の社会主義諸国や中国でみられた

革命的諸運動とその後のソヴイエト社会主義体制の

崩壊という未曽有の歴史的事件は､わたしたちにと

ってやは り衝撃的な経験であり永く記憶されるこ

とになるであろう｡この未曽有の歴史的事件をめ

ぐっては､すでに様々な立場から捻指的論評がな

されてお り､しかもそうした総括には少なからぬ

同調者がみられるように思われる｡そうした総括

の典型的事例をあげれば､1989年は ｢共産主義者

の神がついに失墜した年｣であり､また ｢1989年

の諸革命は ･- 西側 自由主義をめざしての地域

包括的な勝利であった｣ とする解釈がそれである｡

また､戦後のパックス ･ルッソ ･アメリカーナの

終蔦を象徴する1991年11月のソヴィエ ト社会主義

体制の崩壊 も､基本的にはこうした総括のされ万

をしていると思われる｡つまりそれは､ほぼ1世

紀にわたる社会的､経済的､政治的な一大実験の

決定的な失敗であり､しかも克服し乗 り越えよう

とした市場経済-の復帰として捉えられている｡

しかし､ここでわたしたちが注目すべきなのは､

こうした絵描からただちに社会主義体制を歴史的

に現存せ しめたマルクス主義思想とその運動の破
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スティ-ヴン ･ル-クス/中島吉弘訳

綻が安易に宣告されがちな傾向である｡わたしは

ここでマルクス主義思想とその運動を単に擁護し

ようとしているのではない｡わたしがここで注意

を促したいのは､歴史的連続体 としてのマルクス

主義の思想構造上の問題ないし欠陥と歴史上現有

しえた共産党による一党独裁体制としての社会主

義の破綻 との相関関係の実相について､新たな視

点から徹底的に再検討する作業もせずに､すでに

みたような歴史的 ･思想的総括がなされてよいの

か､という点なのである｡とはいえ､マルクス主

義思想あるいは社会主義体制がある意味で破綻 し

たことは､やはり歴史的事実である｡だが､この

歴史的事実を徹底的に考え抜 く作業は依然として

残されているといえるであろう｡か くして､わた

したちにはこうした課題をみずからの知的学問領

域の問題として問い詰める作業がいやおうなく要

請されてくることにもなるわけである｡

ここに掲載されたルークスの論文は､以上に述

べたわたしの課題意識からその訳出が試みられた

ものである｡ステイ-ヴン ･ルークス (194ト)は､

わが国ではEmileDurkheim:HisLlfeandWork

(London:AllenLane,1973)や Power:ARadical

Vl-eLu(London:Macmillan,1974)の著者として

つ とに知 られている現代イギリスの社会理論家

であるが､最近では欧米における政治哲学､法哲

学､道徳哲学､科学哲学などの新たな展開に触発

されながら､また彼自身もその展開に参与しつつ､

マルクス主義思想における道徳の問題を切 り口に

して､その鋭 く深い概念分析 と理論的提言を展開

している政治学者としても注目されつつある人物

である｡

ここに掲載するルークスの論文は､P7,aXl'sIn-

ternatz'onal(1/4[1982])誌上に寄稿された論文の

翻訳である｡その後､この論文のモチーフはいっ

そう詳細に発展･展開され､Ma7XismandMorality

(oxford:oxfordUniversityPress,1985)として

まとめられている｡この著作は､レイモンド･ウ

ィリアムズとの共同編集になるマルクス主義入門

シリーズのなかの一冊として執筆されたものであ

る｡

ところで､ル-クスにいわしめれば､要するに

マルクス主義は自らの思想の根源に道徳を置きな

がら､道徳上の諸問題､たとえば正義や権利､目
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的と手段をめ ぐる戦術 ･戦略の合法性問題などに

対して適切に対応できないできたし､またその結

果として､不正義や人間の諸権利の侵害などにも

適切に対応できないできた､というのである｡こ

うしたル-クスの見解にあっては､究極的には､

マルクス主義思想のスター リニズム的独裁への変

質が､単なる思想上ないしイデオロギ-上の歪曲

に留まるものではなく､マルクスとエンゲルスを

創始者とし､その後継者たちへ と受け継がれてゆ

く ｢深層理論｣(deeptheory)上の問題として把

握されている｡この ｢深層理論｣の実証的な析出

過程については本論文ならびに Ma7XismandM0-

71alityを熟読していただきたいが､重要なのは次の

指摘であろうと思われる｡すなわち､マルクス主

義思想が他からはっきりと区別される特質は､人

間存在が本来的にもつ有限性- デイビイツト･

ヒュ-ムのいう ｢人間の窮状｣(humanpredica-

ment)- から発生してくる ｢道徳の条件｣(the

conditionsofmorality)- ジョン･ロールズのい

う ｢正義の環境｣(thecircumstancesofjustice)

と同義- とそれへの応答としての〈法)(Recht)

や正義(justice)､人間の諸権利(therightsofman)

などを原理的に忌避する点にあるというのであるO

マルクス主義の立場からみれば､こうした人間存

在に本来的に苧まれる有限性など (ル-クスの言

葉に従えば､希少性､特殊性､多元性､制限され

た合理性 といった不可避的諸事実がそれに該当す

る)は先史時代の病理であり､したがって人類の

本史においては克服され乗り越えられるべき偶然

性にすぎないのである｡マルクス主義のいわゆる

史的唯物論の立場から展開される社会の発展段階

論や階級理論は､その-表現形態である｡

こうしたマルクス主義の--ゲル主義的な人間

理性への過剰な信奉は､｢長期的視点に立つ帰結

主義の完成主義的形態｣(S.Lukes,MwalConjlict

andPolitics,p.308)として現象す ることになる｡

そこにはつねに,自己の世界体系内へとあらゆる

外部性を取 り込もうとする (同一性への意志〉が

熱くうずまいている｡あるいは､自己の世界体系

内へ と取 り込めない外部性 (-経済的､政治的､

文化的な複雑性や自然の不確実性)などあってほ

ならをいものとして暴力的に排除される､といい

かえることもできよう｡こうして自己の世界体系
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の妥当性や正当性を問いなおす契機が原理的に欠

如している倣慢なプロメテウス的マルクス主義の

もたらした歴史現実はいかなるものであったか｡

この点については､もはや議論の余地などあるま

い｡

真の人間解放のために現実世界を実践的に変革

せんと意志するマルクス主義思想がその崇高な志

のはてに至 りついたあまりにも重苦しい歴史現実

から､わたしたちはじっくりと深 く学び取ってお

かねばならないであろう｡ここに年代的には少し

まえのルークスの論文をあえて訳出したのも､かか

る思想と現実の逆説にみちた力学とその歴史的な

意味をわたしたちが徹底的に考え抜 く手掛か りに

なるものと確信するからである｡
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